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一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団

表彰に関する規程

第１章 総 則

（目 的）

第１条 この規程は、一般財団法人職業教育・キャリア教育財団（以下、「財団」という。）の定款第４４

条の規定に基づき、定款第５条第７号に定める教職員及び学生生徒に対する表彰事業（以下、「表彰」と

いう。）について定めることを目的とする。

（表彰の種類）

第２条 前条の表彰は、次の各号に定めるものとする。

(1) 教職員表彰

(2) 学習者表彰

(3) その他必要とする表彰

（教 員）

第３条 この規程で教員とは、次の各号の１に該当する者をいう。

(1) 専修学校設置基準第４１条から第４３条に定められた教員の資格を有する者。

(2) 各種学校規程第７条及び第８条に定められた教員資格を有する者。

（職 員）

第４条 この規程で職員とは、学校教育法第１２４条または学校教育法第１３４条に定める専修学校また

は各種学校で事務処理等の業務を行う者。

（学習者）

第５条 この規程で学習者とは、学校教育法第１２４条の２又は学校教育法第１３４条に定める専修学校

又は各種学校に在学する者。

第２章 教職員表彰

（教職員表彰基準）

第６条 被表彰者は、第３条及び第４条に定める教職員で、以下の各号の１に該当する者とする。

(1) ①在職期間が 5 年以上となる者（5年以上表彰）

②在職期間が 10 年以上となる者（10 年以上表彰）

③在職期間が 15 年以上となる者（15 年以上表彰）

④在職期間が 20 年以上となる者（20 年以上表彰）

⑤在職期間が 25 年以上となる者（25 年以上表彰）

⑥在職期間が 30 年以上となる者（30 年以上表彰）

(2) 前号の他、特に表彰に値すると認められる者（特別表彰）

（申 請）

第７条 教職員表彰の申請は、第６条に該当する者が勤務する学校の学校長が教職員表彰申請書に申請者
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をとりまとめ、財団定款第３条に定める支部の長（以下「支部長」という。）へ提出し、支部長の審査を経

た後、財団理事長あてに申請する。

（交付料）

第８条 教職員表彰の交付料は、財団理事長が定める。

２ 教職員表彰の交付料は支部長がとりまとめ、申請と同時に財団理事長あてに支払うものとする。

（表彰状の授与）

第９条 財団理事長は、支部長からの申請を受けしだい、速やかに当該表彰状を授与するものとする。

第３章 学習者表彰

（学習者表彰）

第 10 条 被表彰者は、第５条に定める学習者で、以下の各号の一に該当する者とする。

(1) 被表彰者が在学する学校で、同期の学習者のうち、学業が優秀であると在学する学校の学校長が認

めた者

(2) 前号の他、特に表彰に値すると認められる者

（申請）

第 11 条 学習者表彰の申請は、第 10 条に該当する者が在学する学校の学校長が学習者表彰申請書に申請

者をとりまとめ、財団支部長へ提出し、支部長の審査を経た後、財団理事長あてに申請する。

（交付料）

第 12 条 学習者表彰の交付料は、財団理事長が定める。

２ 学習者表彰の交付料は支部長がとりまとめ、申請と同時に財団理事長あてに支払うものとする。

（表彰状の授与）

第 13 条 財団理事長は、支部長からの申請を受けしだい、速やかに当該表彰状を授与するものとする。

第４章 その他必要とする表彰

第 14 条 被表彰者は、第３条に定める教員、第４条に定める職員、第５条に定める学習者以外の者で、以

下の各号の一に該当する者とする。

(1) 専修学校各種学校教育の発展と職業教育及び生涯学習の振興に尽力し、多大な功績を挙げたと申請

を行う学校の学校長が認めた者

(2) 専修学校各種学校教育の発展と職業教育及び生涯学習の振興に尽力し、多大な功績を挙げたと支部

長が認めた者

（申請）

第 15 条 その他必要とする表彰の申請は、申請を行う学校の学校長がその他必要とする表彰申請書に申請

者をとりまとめ、財団支部長へ提出し、支部長の審査を経た後、財団理事長あてに申請する。

２ 支部長が申請する者については、表彰申請書に申請者をとりまとめ、財団理事長あてに申請する。
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（交付料）

第 16 条 その他必要とする表彰の交付料は、財団理事長が定める。

２ その他必要とする表彰の交付料は支部長がとりまとめ、申請と同時に財団理事長あてに支払うものと

する。

（表彰状の授与）

第 17 条 財団理事長は、支部長からの申請を受けしだい、速やかに当該表彰状を授与するものとする。

第５章 補 則

（規程の改廃）

第 18 条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て理事長が行う。

（実施要項等）

第 19 条 この規程の施行についての実施要項等は、理事長が定める。

附 則

１ この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１２１条第１項において読み替えて準用

する同法第１０６条第１項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

２ この規程は、平成２６年４月１日から改正施行する。
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「表彰に関する規程」の別紙

教職員・学習者等表彰等交付料（１名分）

時期・金額

種別

平成２６年４月１日以降

A：本部分
交付料
（円）

B:支部分事務手数料
（円）

※標準金額

学校にお知らせいた
だく交付料：A+B
（円）
※B の標準金額を支
部事務手数料にす
る場合。

教職員表彰 2,600 400 3,000

学習者表彰 1,600 400 2,000

その他必要とする表彰 2,600 400 3,000

平成２６年４月１日

一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団


